
第３３８５号 増刊①福 岡 県 公 報平成 24 年４月 10 日　火曜日1

定期発行日　毎週火金曜日
〔発行〕〒 812︲8577　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県　総務部行政経営企画課　（電話 092︲643︲3028）
〔作成〕〒 812︲0023　福岡市博多区奈良屋町３番１号　久 野 印 刷 株 式 会 社　（電話 092︲262︲5726）

平
成
二
十
四
年
四
月
十
日

第
三
千
三
百
八
十
五
号

増

刊

①

　
　
　
　

再
　
　
　
　
掲

○
福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
七

○
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
…
七

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
八
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

  

福
岡
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

歴
史
公
文
書　

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
を
い
う
。

　

第
十
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
条
中
「
書
面
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
」
を
「
電
磁
的

記
録
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
先
機
関
の
フ
ァ
イ
ル
担
当
者
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
施
行

　

の
内
容
を
確
認
で
き
る
場
合
は
、
フ
ァ
イ
ル
担
当
者
が
自
ら
文
書
取
扱
主
任
に
文
書
の
発
送
を
依
頼

　

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

出
先
機
関
の
事
務
担
当
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
も
の
に
限
り
、
行

　

政
経
営
企
画
課
の
職
員
に
文
書
の
発
送
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
四
十
六
条
中
「
書
面
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登

　

録
す
る
も
の
と
す
る
。　
　
　

　

第
四
十
六
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
歴
史
公
文
書
の
事
前
評
価
及
び
一
件
管
理
）

第
四
十
六
条
の
二　

主
務
課
長
は
、
作
成
し
た
文
書
に
つ
い
て
、
文
書
作
成
年
度
の
翌
年
度
の
で
き
る

　

限
り
早
い
時
期
ま
で
に
、
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歴
史
公
文
書
と
し
て
選
別
さ
れ
る
こ

　

と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
文
書
を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
た
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
、
そ

　

の
旨
を
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
四
十
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、
電
子
起
案
し
、
又
は
電
子
的
方
法
に
よ
っ

　
　

て
回
覧
し
た
も
の
（
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

　

第
五
十
条
中
「
書
面
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
」
を
「
電
磁
的
記
録
の
よ
る
も
の
を
除
く
。
」
に
改
め

る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
内
に
保
管
さ
れ
た
文
書
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
号
及
び
第

三
号
に
規
定
す
る
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
長
期
」
を
「
三
十
年
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

所
属
長
は
、
文
書
の
保
存
期
間
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
経
営
企
画

　

課
長
の
承
認
を
得
て
、
三
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
書
の
保
存
期
間
の
種
別
を
新
設
す
る
こ
と
が

目
　
　
　
次

再
　
　
　
掲
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で
き
る
。

　

第
五
十
二
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
三
条
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
文
書
」
を
「
完
結
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
八
条
中
「
保
存
文
書
」
の
次
に
「
（
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
引
継
ぎ
を
し
た
完
結
文
書
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
中
「
保
存
さ
れ
た
」
を
「
登
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
の
見
出
し
を
「
（
主
務
課
に
お
け
る
文
書
の
利
用
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第

四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
主
務
課
に
保
管
し
て
い
る
文
書
（
以
下
「
保
管
文
書
」
と
い
う
。
）
」
を
「

第
四
十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
主
務
課
に
保
管
し
て
い
る
文
書
（
書
面
に
よ
る
も
の

に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　

同
条
第
二
項
中
「
保
管
文
書
及
び
」
を
「
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
文
書
及
び
」
に
改
め
、
「
保
管

文
書
利
用
簿
」
を
「
主
務
課
文
書
利
用
簿
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
主
務
課
に
お
け
る
文
書
の
廃
棄
）

第
六
十
五
条　

主
務
課
長
は
、
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
文
書
（
保
存
期
間
が
一
年
以
下
の
も
の
に
限

　

る
。
）
の
保
存
期
間
が
経
過
し
た
と
き
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
期
間
を
延
長
す
る
も

　

の
及
び
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歴
史
公
文
書
と
し
て
選
別
し
た
も
の
を
除
き
、
廃
棄
す

　

る
文
書
を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
、
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
内
に
保
存
さ
れ
た
文
書
の
保
存
期
間
」
を
「
第

四
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
文
書
（
保
存
期
間
が
一
年
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
の
保
存
期
間
」
に

改
め
、
「
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
歴
史
的
文
書
と
し
て
別
に
保
存
す
る
も
の
」
を
「
第
六
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
歴
史
公
文
書
と
し
て
選
別
し
た
も
の
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
歴
史
公
文
書
の
選
別
等
）

第
六
十
九
条　

主
務
課
長
は
、
保
存
期
間
が
経
過
し
た
文
書
（
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
期
間

　

を
延
長
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
の
評
価
選
別
基
準
に
よ
り
、
福
岡
県
立
公
文

　

書
館
（
以
下
「
公
文
書
館
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
保
存
す
べ
き
歴
史
公
文
書
を
行
政
経
営
企
画
課

　

長
又
は
出
先
機
関
の
庶
務
課
長
と
協
議
の
上
、
選
別
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

行
政
経
営
企
画
課
長
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
別
さ
れ
た
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
福
岡
県
立
公

　

文
書
館
長
（
以
下
「
公
文
書
館
長
」
と
い
う
。
）
と
協
議
の
上
、
公
文
書
館
に
お
い
て
保
存
す
べ
き

　

歴
史
公
文
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
公
文
書
館
へ
の
引
渡
し
）

第
六
十
九
条
の
二　

主
務
課
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
文
書
館
に
お
い
て
保
存
す
べ
き
も

　

の
と
し
た
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
公
文
書
館
長
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

　

別
表
中
「長

期

」
及
び
「永

年

」
を
「30年

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次

の
一
表
を
加
え
る
。

別表第二（第 69 条）
評　価　選　別　基　準

第一　評価選別の対象
　　　明治以降に作成又は取得された公文書のうち保存期間が経過し、現用でなくなった文書
　　を対象とする。
第二　評価選別基準
　　　福岡県及び県内市町村における行政の推移、内容、仕組み等が明らかとなるもの並びに
　　住民生活及び社会情勢を反映している文章で、次に揚げるものとする。
　　⑴　例規等に関する重要な文書
　　⑵　組織、制度等に関する重要な文書
　　⑶　人事に関する重要な文書
　　⑷　行政区画及び地方制度に関する重要な文書
　　⑸　議会、行政委員会に関する重要な文書
　　⑹　審議会、審査会その他重要な会議に関する重要な文書
　　⑺　重要な施策や事業に関する重要な文書
　　⑻　予算、決算その他財務に関する重要な文書
　　⑼　公有財産に関する重要な文書
　　⑽　許可、認可等の行政処分に関する重要な文書
　　⑾　争訟等に関する重要な文書
　　⑿　調査、統計及び研究に関する重要な文書
　　⒀　監査、検査等に関する重要な文書
　　⒁　叙位、叙勲、褒章及び表彰に関する重要な文書
　　⒂　選挙に関する重要な文書
　　⒃　住民の請願、陳情、要望等に関する重要な文書
　　⒄　重要な行事、儀式、事件、災害等に関する重要な文書
　　⒅　文化財等に関する重要な文書
　　⒆　法人・団体に関する重要な文書
　　⒇　⑴から⒆に掲げるもののほか、公文書館おいて保存する必要があると認められる文書
第三　その他
　　　この基準による評価選別に必要な事項は、別に定める。
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様
式
第
十
一
号
中
「保

管
文
書
利
用
簿

」
を
「主

務
課
文
書
利
用
簿

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
文
書
管
理
規
程
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行

　

の
日
以
後
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し

　

た
文
書
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
五
の
三
第
三
号
ニ
中
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
を
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

等
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
」
を

「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
七
条
の
三
中
「
第
七
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
八
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

」
に
、
同
条
第
六
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
五
号
」
に
、
「
事
業
計
画
又
は

協
定
」
を
「
事
業
契
約
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
公
共
施
設
等
」
の
下
に
「
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
賃
貸
住
宅
（
公
営
住
宅
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同

条
第
八
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
五
号
」
に
、
「
事
業
計
画
又
は
協
定
」
を
「

事
業
契
約
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中

第
十
三
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
九
十
六
条
の
四

」
を
「
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
中
第
十
六
項
を
第

十
四
項
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
削
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
中
第
五
項
を
第
三
項
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
七
十
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
二
項

、
第
四
項
、
第
七
項
、
第
八
項
（
同
条
第
四
項
及
び
第
七
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
項
及
び

第
十
項
（
同
法
第
七
十
条
の
四
第
三
項
、
第
九
項
、
第
十
二
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、
第
十
八
項
か
ら

第
二
十
項
ま
で
及
び
第
二
十
三
項
か
ら
第
三
十
八
項
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
第
三
十
四
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
条
の
四
の
二
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項

（
同
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
項
（
同
法
第
七
十
条
の
四

第
九
項
、
第
十
二
項
、
第
十
三
項
、
第
十
八
項
、
第
十
九
項
、
第
二
十
三
項
、
第
二
十
六
項
か
ら
第

三
十
項
ま
で
、
第
三
十
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第

三
項
中
「
第
十
九
項
又
は
」
を
「
第
十
九
項
若
し
く
は
」
に
、
「
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
又
は
前
項
」
を
「
又
は
同
法
第
七
十
条
の
四
の
二
第
七
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
前
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
九
項
」
を
「
同
法
第
七
十
条
の
四
第
二
十
九
項

」
に
、
「
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
第
一
項
」
を
「
又
は
同
法
第
七
十

条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
第
一
項
」
に
、
「
同
条

第
五
項
」
を
「
同
法
第
七
十
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く

は
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
自
動
車
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
に
、
「
前
条
」

を
「
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
又
は
前
項
」
を
「
前
項
又
は
付

則
第
九
条
の
二
の
五
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
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二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　

第
二
項
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
（

　

同
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項

　

前
段
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二

　

の
三
第
四
項
後
段
の
規
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
削
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し

、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
」
に

、
「
第
二
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
」
を
「
第
三
種
環
境
対
応
車
」
に
改
め
、
「
（
付
則
第
九
条
の
二

の
三
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）

」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

４　

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が

　

同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
次
項
に
お
い
て

　

「
路
線
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

　

該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
乗
降
口
か
ら
車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
ま
で
の
通
路
に
段

　

が
な
い
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の

　

取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月

　

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か

　

ら
千
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５　

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

　

で
あ
つ
て
車
椅
子
を
使
用
し
た
ま
ま
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
の
昇
降
機
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則

　

で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第

　

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た

　

と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車
定

　

員
三
十
人
未
満
の
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
路
線
バ
ス
等
に
あ
つ
て
は
、
二
百
万

　

円
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

６　

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が

　

そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車
の
う
ち
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に

　

も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

　

進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特
に
向

　

上
さ
せ
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の

　

取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月

　

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か

　

ら
百
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

７　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限

　

る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

　

に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項

　

第
一
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
同
項
第
二
号

　

に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

　

り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額

　

」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
五
第
二
項
」
に
、
「
第
一
種
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
」
を
「
第
二
種
環
境
対
応
車
」
に
改
め
、
「
（

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
種

環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
一
種
環
境
対
応
車
の

取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら

四
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
三
第
一
項
中
「
と
す
る
自
動
車
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」
を
「
と
す
る
自
動

車
で
内
燃
機
関
を
有
し
な
い
も
の
」
に
、
「
及
び
メ
タ
ノ
ー
ル
」
を
「
、
メ
タ
ノ
ー
ル
」
に
、
「
定

め
る
も
の
並
び
に
」
を
「
定
め
る
も
の
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併

用
自
動
車
（
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
動
力
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源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大

気
汚
染
防
止
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で
施

行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「

平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成

十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「

こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
「
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
」
を
「
定
め
る

も
の
（
以
下
こ
の
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
及
び
次
項
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
内
燃
機
関

を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
動
力
源
と
し
て
用
い
る
も
の

で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
第
二
条

第
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
備
え
て
い
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
」
と
い
う
。
）
」
を
「
次
項
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
平

成
二
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
第
六
項

に
お
い
て
「
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
一
年
度
分
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度

分
」
に
、
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
五

年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
分
」
を
「
平
成

二
十
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十

　
　

月
一
日
（
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十

　
　

二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施

　
　

行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と
い
う

　
　

。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る

　
　

窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

　

付
則
第
九
条
の
三
第
三
項
第
三
号
中
「
に
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以

降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車

　

付
則
第
九
条
の
三
第
四
項
中
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値

」
を
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
、
「
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
二
十
五
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り

、
当
該
自
動
車
が
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
平

成
二
十
二
年
度
分
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

第
三
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ

　

ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

　

率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定

　

す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
る
も
の

　

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
第
四
号
中
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で

　

あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も

　

の
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。

　

）
に
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

　

消
費
効
率
に
百
分
の
百
三
十
八
」
と
、
前
項
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

　

と
あ
る
の
は
「
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

　

の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

付
則
第
二
十
五
条
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。

　

付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
（
」
を
削
り
、
「
事
故
」
の
下
に
「
（
以
下
単

に
「
原
子
力
発
電
所
の
事
故
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
五
条
第
三
項
又
は
」
を
削
り
、
「
第

二
十
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加
え
、
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
」
を
削
り
、
「
市
町
村

長
」
の
下
に
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
加
え
、
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た
日
に
お
い

て
当
該
警
戒
区
域
設
定
指
示
に
係
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
（
警
戒
区
域
設
定
指
示
の
対
象
区
域
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
」
を
「
の
対
象
区
域
（
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
関
し
て
同
法
第
二
十
条

第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
が
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対

し
て
行
つ
た
指
示
に
お
い
て
近
く
同
号
に
掲
げ
る
指
示
が
解
除
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
と
さ
れ
た
区
域
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を
除
く
。
）
の
う
ち
当
面
の
居
住
に
適
さ
な
い
区
域
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
し
た
区
域
（

以
下
「
居
住
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
当
該
居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

に
お
い
て
」
に
、
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
解
除
さ
れ
た
日
」
を
「
居
住
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す

る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ
れ

た
日
に
お
い
て
当
該
警
戒
区
域
設
定
指
示
に
係
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
」
を
「
居
住
困
難
区
域
を

指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
当
該
居
住
困
難
区
域
」
に
、
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
解

除
さ
れ
た
日
」
を
「
居
住
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
適
用
期
間
」
を
「
適
用
期
間
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２　

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
震
災
特
例
法
第
十
三
条
第
三
項
若

　

し
く
は
第
四
項
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お

　

け
る
付
則
第
五
条
の
三
及
び
第
五
条
の
三
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
四
十
五
条

　

第
二
項
の
規
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る

　

。

　

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以
下
「

　

新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年

　

度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

　

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
第
二
十
条
の
五
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に

　

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

　

る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、

　

施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

　

の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
八
条
第

　

十
一
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
家
屋
の
取
得
が
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

　

ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
家
屋
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ

　

い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月

　

三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

３　

施
行
日
前
に
旧
条
例
付
則
第
八
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
が
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
認

　

定
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て
事
業
の
譲
渡
又
は
資
産
の
譲
渡
を
受
け
た
同
項
に
規
定

　

す
る
認
定
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
不
動
産
を
施
行
日
以
後
に
取
得
し

　

た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

　

前
の
例
に
よ
る
。

４　

旧
条
例
付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

　

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５　

旧
条
例
付
則
第
三
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に

　

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６　

旧
条
例
付
則
第
三
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
農
用
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税

　

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、

　

施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

　

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ

　

い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
総
務
大
臣
が
施
行
日
以
後
最
初
に
指
定
し
て
公
示
し
た
居
住
困
難
区
域
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

総
務
大
臣
が
施
行
日
以
後
最
初
に
新
条
例
付
則
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し

　

て
公
示
し
た
同
項
に
規
定
す
る
居
住
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
困
難
区
域
」
と
い

　

う
。
）
は
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

　

十
一
日
か
ら
居
住
困
難
区
域
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
条
例
付
則
第

　

三
十
一
条
第
四
項
中
「
当
該
居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
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同
日
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
中
「
居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ

　

た
日
に
お
い
て
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
」
と
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中

を　
　

に　
　

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
、
「
よ
り
」
を
「
基
づ
き
」
に
改

め
る
。

　

第
二
十
七
条
中
「
第
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
十
一
条
の
二
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
八
条
中
「
第
十
二
条
第
十
項
」
を
「
第
十
一
条
の
二
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
書
類
の
経
由
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
は
」
を
「
の
う
ち
」

に
、
「
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
」
を
「
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
、
「
保
健
福
祉
環
境
事
務

所
」
を
「
出
先
機
関
」
に
、
「
経
由
し
」
を
「
経
由
し
て
提
出
し
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

一　

鳥
獣
捕
獲
等
許
可
申
請
書
及
び
従
事
者
証
交
付
申
請
書
（
い
ず
れ
も
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
の
目
的
（

　

生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
を
除
く
。
）
又
は
特
定
鳥
獣
の
数
の
調
整
の
目
的
に
係
る
許
可

　

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）　

当
該
許
可
を
必
要
と
す
る
行
為
を
行
う
区
域
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所

二　

鳥
獣
捕
獲
等
許
可
申
請
書
（
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
又
は
農
林
事
務
所
の
職
員
に
対
す
る
許
可
に

　

係
る
も
の
に
限
る
。
）　

当
該
職
員
の
所
属
す
る
出
先
機
関

三　

狩
猟
免
許
申
請
書
、
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
、
狩
猟
者
登
録
申
請
書
、
狩
猟
者
変
更
登
録
申
請
書

条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寝
台

料
金

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
領
収
書
そ
の
他
の
書
類

条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空

賃

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
領
収
書
（
支
払
命
令
者

が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
車
賃

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
領
収
書
（
支
払
命
令
者

が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
卓

料

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
領
収
書
そ
の
他
の
書
類

条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道

賃

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
（
支
払
命
令
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寝
台

料
金

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類

条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空

賃

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
（
支
払
命
令
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
車
賃

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
（
支
払
命
令
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
卓

料

支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
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、
猟
区
設
定
認
可
申
請
書
、
猟
区
管
理
規
定
変
更
認
可
申
請
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猟
区
廃
止
認
可
申
請
書　
　
　
　

及
び
猟
区
管
理
規
程
変
更
届
出
書　

　

当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所

四　

住
所
等
変
更
届
出
書
、
許
可
証
等
亡
失
届
出
書
及
び
許
可
証
等
再
交
付
申
請
書　

こ
れ
ら
に
よ
る

　

届
出
又
は
申
請
の
対
象
と
さ
れ
た
狩
猟
免
状
等
を
交
付
し
た
出
先
機
関

第
三
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


